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表紙

証券コード：6578

第15回　定時株主総会

継続会開催ご通知

※ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

開催日時
2025年９月29日（月曜日）午前10時
受付開始：午前９時30分

開催場所
東京都豊島区南大塚三丁目33番６号
ホテルベルクラシック東京
８階「ラプソディ」
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招集ご通知

証券コード：6578
2025年９月12日

（提供開始日2025年９月５日）
株　主　各　位

東 京 都 豊 島 区 南 池 袋 二 丁 目 ３ ２ 番 ４ 号
株式会社コレックホールディングス
代表取締役社長 　 　 栗 林 憲 介

当社ウェブサイト　https://www.correc.co.jp/ir/irLibrary/meeting/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第15回定時株主総会継続会開催ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第15回定時株主総会継続会（以下、「本継続会」といいます。）を下記の
とおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本継続会の開催に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電
子提供措置事項を掲載しております。

　また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも電子提供措置事項を掲載しており
ます。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、当社名又は証券コー
ドを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択の上、「縦覧書類」にある「株主総
会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

　なお、本継続会は、2025年５月28日開催の第15回定時株主総会（以下、「本総会」といいま
す。）の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使
することができる株主様と同一になりますことを申し添えます。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１．日 時 2025年９月29日（月曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 東京都豊島区南大塚三丁目33番６号　ホテルベルクラシック東京

８階「ラプソディ」
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第15期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）事業報告及び連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第15期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）計算書類報告の件

 

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本継続会開催ご通知とあわせてお送りする出席票を会場受付にご
提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本継続会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置事項を記
載した書面を一律でお送りいたします。ただし、当該書面は、法令及び当社定款第18条第２項の
規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。なお、当該書面は監査報告を作成するに際し、
監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

・連結計算書類の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
・計算書類の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
・連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書、計算書類に関する会計監査人の監査報告書及び監査

役会の監査報告書
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当社及び東証の各ウェブサイトにその旨及

び修正内容を掲載させていただきます。
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招集ご通知

第15回定時株主総会継続会の開催について

　当社は、2025年５月26日付「第15回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」及び
2025年５月28日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、
2024年５月に買収した当社連結子会社である株式会社Ａｏｉｅ（以下、「Ａｏｉｅ」といいま
す。）において、過去に行われた助成金の申請手続の一部について不適切な申請手続が行われた可能
性があることが判明したため、専門性・客観性を確保した外部専門家による特別調査委員会を設置し
て本件に係る事実関係の調査等を実施することといたしましたが、その調査報告書を受領した後に当
該調査の結果等を踏まえて決算数値を確定させるなど、決算関連手続きに相応の時間を要することと
なったことから、2025年５月28日開催の第15回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の
目的事項のうち、報告事項「第15期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）事業報告及び連
結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第15期（2024
年３月１日から2025年２月28日まで）計算書類報告の件」のご報告を行うことができませんでし
た。

　そのため、当社は本総会において、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し
て報告事項のご報告を行うこと、並びに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任いただ
くことにつきまして、株主の皆様にお諮りし、ご承認（以下、「継続会承認」といいます。）いただ
きました。

　この度、遅れておりました決算確定が完了したことから、継続会承認を受けて本継続会の開催を株
主の皆様にご通知させていただくこととなりました。なお、当社連結子会社であるＡｏｉｅが、
2025年６月27日付で公益財団法人東京都環境公社から受けた措置等を踏まえ、改めて決算手続を実
施したこと及びその決算手続の過程で発見された会計上の誤りの修正を行ったこと等により、本継続
会の報告事項である連結計算書類及び計算書類は、本総会の招集ご通知に添付していた連結計算書類
及び計算書類から数値を見直しております。

　2025年８月18日に適時開示しました「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて
記載しましたとおり、当社は特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、具体的な再発防止策を策
定、実行し、コンプライアンス体制及びグループガバナンスの強化に努めてまいります。

　株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを重ねて深くお詫び申し上げ
ます。

－ 3 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

事　 業　 報　 告
（2024年３月１日から2025年２月28日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果
　当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパス（企業としての存在
意義）として定め、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けること
で、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。当連結会計年度（2024年３月１
日～2025年２月28日）におけるわが国経済は、円安効果に伴うインバウンド需要の増加や賃上
げの効果もあり、雇用・所得環境は改善傾向にあります。しかしながら、地政学リスクや世界経
済の減速懸念、エネルギー価格の高騰、金融市場の変動など依然として先行き不透明な状況が続
いております。このような状況のもと、当社グループは「新たな社会インフラ」を創ることで、
「誰もが、より良い変化を愉しめる社会へ。」を実現するために、大きな事業ポートフォリオの
転換・各事業の多角的運営を行ってまいりました。エネルギーセグメントにおいては、太陽光関
連商材の販売施工を行う株式会社Ａｏｉｅの買収を実行しました。また、当社グループは持株会
社体制に移行し、権限と責任の委譲による事業と人が育つ基盤作りに鋭意取り組んでまいりまし
た。加えて、有為な人材の採用・教育による人的資本の拡充、内部統制推進部の創設等によるコ
ーポレート・ガバナンス向上に向けた取り組みにも注力しました。

　上記により、当連結会計年度の売上高は、6,468,054千円と前期と比べ2,529,286千円（前期
比64.2％増）の増収となりました。
　販売費及び一般管理費につきましては、主に人件費関連費用として、給料及び手当を
1,649,503千円（同12.1％増）、賞与及び賞与引当金繰入額を203,285千円（同9.9％増）、法
定福利費を284,963千円（同7.1％増）計上したこと等から、販売費及び一般管理費の合計は
4,248,746千円（同27.1％増）となり、この結果、営業利益は220,685千円（同84.3％増）とな
りました。
　営業外収益につきましては、当期に発生した受取補償金等の影響により10,217千円（前期比
93.6％増）となり、営業外費用につきましては8,798千円（同13.9％増）となりました。この結
果、経常利益は222,104千円（同89.3％増）となりました。
　また、株式会社Ａｏｉｅ買収により計上したのれん等の減損損失128,617千円を特別損失に計
上したことにより、税金等調整前当期純利益は93,487千円（同20.3％減）となり、法人税等合
計を73,542千円（前期比157.7％増）計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は
19,944千円（同77.5％減）となりました。

－ 4 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況

セ グ メ ン ト 売 上 高
エ ネ ル ギ ー 事 業 2,820,391千円
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業 1,989,463千円
メ デ ィ ア プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 1,610,272千円

セグメント別売上高

（注）１.　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２.　当連結会計年度より、事業内容や経済的特徴の類似性・関連性に基づいた事業区分及び事業活動の

実態を適切に表すことを目的に、当社グループの報告セグメントを「セールスプロモーション事業」
「メディア事業」「アプリ開発・運営事業」から「エネルギー事業」「アウトソーシング事業」「メ
ディアプラットフォーム事業」に変更しております。

(2) 設備投資の状況
　該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況
　該当事項はありません。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
① グループガバナンスの強化

　2025年５月28日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、2024年５月に買収
した当社連結子会社である株式会社Ａｏｉｅにおいて、過去に行われた助成金の申請手続の一
部について不適切な申請手続が行われた可能性があることが判明したため、その事実関係等を
調査し、再発防止策を立案する等のため、専門性・客観性を確保した外部専門家などにより構
成される特別調査委員会を組成し調査を実施いたしました。
　このため、2025年２月期にかかる有価証券報告書の提出を延期し、また本総会における報
告事項である「第15期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）事業報告及び連結計算
書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第15期（2024
年３月１日から2025年２月28日まで）計算書類報告の件」に関しては、本継続会にてご報告
させていただくこととなりました。
　※　なお、本件につきまして、2025年６月27日付「当社連結子会社に対する措置に関する
お知らせ」のとおり、株式会社Ａｏｉｅは、公益財団法人東京都環境公社（以下、「公社」と
いう。）より、12ヶ月間（2025年６月27日から2026年６月26日まで）を措置期間として、
同社を対象事業の助成金に関する手続代行者・施工業者・助成対象者の対象外とするとの措置
を受けました（ただし、措置期間より前に、既に株式会社Ａｏｉｅに手続代行を依頼し、かつ
公社が事前申込を受理した申請については、引き続き、同社に手続代行及び施工を依頼して申
請することができることとなっております。）。
　当社は、2025年８月18日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」のとお
り、特別調査委員会から受領した調査結果及び再発防止策の提言を真摯に受け止め取締役会で
協議のうえ、具体的な再発防止策を策定し、これを着実に実行するべくグループを挙げて全力
で取り組んでまいります（再発防止策の具体的な内容につきましては、確定次第速やかに公表
致します。）。今後は、本件を契機に、当社グループの内部統制及びガバナンス体制を一層強
化することで、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に努めてまいります。

② 新中期経営計画について
　当社グループは、事業を通じて、新たな社会インフラを創り、ビジョンである「誰もが、よ
り良い変化を愉しめる社会へ。」を実現していきます。こうした中、2025年２月期は事業構造
を大きく転換し、新たな事業ポートフォリオのもと、過去最大の売上高を計上し、大きく飛躍
することができました。今期は2024年４月12日に公表した新中期経営計画「CORREC 
Innovation 2029」の２年目として、引き続き５つのテーマに注力してまいります。

ａ．事業戦略
エネルギーセグメント
・販売から施工までの垂直統合型のビジネスモデルを確立する
・顧客一人あたりの売上金額の向上に向けて、太陽光発電システム・設備以外の住宅リフォー
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ム等の商材まで広げていく
アウトソーシングセグメント
・ストック型商品の開発・拡販を行い、持続的成長のための将来収益を積み上げていく
・営業のDX化を推進し、BtoC向けマーケティングノウハウを活かしたラストワンマイル営業

とのハイブリッドにより、参入障壁の高い仕組化された組織営業体制を構築する
メディアプラットフォームセグメント
・キャッシュ・フローの最大化に向けて、効率的な人材配置とテクノロジーの活用等を通じて

高利益率の維持・向上を図る
・SEOメディア以外のビジネスを模索し、新たな収益源を創り出す

ｂ．DX戦略
・コレックAI研究所の研究・検証等により、AI実装化に向けた研究と試験導入を加速化する

とともに、グループ全体に対する教育・研修を通じて、AI/DXのリテラシー向上を図る
・AI/DXを活用したオペレーション改善を現場レベルで実行する

ｃ．投資戦略
・非連続な成長により企業価値の向上をスピードアップするため、1年に1件を目標とし、

M&Aを実行していく
・対象領域は「施工業」を中心に既存事業とのシナジー、親和性を追求する

ｄ．財務戦略
・長期的目線として、D/E（有利子負債/株主資本）レシオ0.5倍を意識した資金調達に基づ

き、事業投資と株主還元のバランスを図っていく
・DOE（配当総額/純資産）5%を目標とした、持続的な株主還元を継続していく

ｅ．組織戦略
・各事業子会社において、役員の積極登用と教育を実施し、グループ経営力、グループガバナ

ンスの向上に努める
・経営幹部陣への教育・研修を積極的に実施し、次世代を担う人的資本の拡充を図る

③ 上場維持基準の適合について
　現在、当社はスタンダード市場の上場維持基準である流通株式時価総額について基準を満た
していない状況にあります。今後、当社グループが中長期的な企業価値向上を図るうえでは、
スタンダード市場の上場維持基準を充足することが重要な経営課題になるものと考えておりま
す。この課題に対処するため、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」の内容を
着実に実行し、上場維持基準を充足できるよう取り組んでまいります。株主の皆様におかれま
しては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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財産及び損益の状況の推移

区 分 第12期
（2022年２月期）

第13期
（2023年２月期）

第14期
（2024年２月期）

第15期
当連結会計年度

（2025年２月期）

売 上 高 4,824,642千円 4,118,306千円 3,938,768千円 6,468,054千円

経常利益又は経常損失（△） △60,413千円 270,422千円 117,325千円 222,104千円

親会社株主に帰属する当期
純利益又は当期純損失（△） △371,053千円 201,756千円 88,788千円 19,944千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △51.11円 27.63円 12.16円 2.72円

総 資 産 1,926,213千円 1,817,099千円 2,377,695千円 2,943,904千円

純 資 産 876,695千円 1,010,375千円 1,102,814千円 1,082,827千円

区 分 第12期
（2022年２月期）

第13期
（2023年２月期）

第14期
（2024年２月期）

第15期
当事業年度

（2025年２月期）

営 業 収 益 4,513,552千円 3,609,967千円 3,109,532千円 2,325,602千円

経 常 利 益 695,590千円 401,074千円 49,499千円 6,775千円

当期純利益又は当期純損失（△） △463,073千円 164,379千円 65,874千円 41,126千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △63.78円 22.51円 ９.02円 5.61円

総 資 産 1,712,723千円 1,647,314千円 2,104,245千円 1,943,370千円

純 資 産 784,674千円 921,423千円 990,947千円 992,143千円

(5) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）営業収益には、消費税等は含まれておりません。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ 1,000万円 100.0％ 太陽光発電・その他関連商材の販売

株 式 会 社 Ａ ｏ ｉ ｅ 999万円 100.0％ 太陽光発電・その他関連商材の販売・工事

株 式 会 社 ノ イ ア ッ ト 100万円 100.0％

営業・販売プロセスにおけるアウトソーシ
ング受託業務
コールセンターの運営
保険代理店事業

株式会社あんしんサポート 100万円 100.0％
(100.0%) 福利セレクトに関する事業

C o C o X i a 株 式 会 社 500万円 100.0％ 福祉用具のレンタル・販売及び住宅改修

株式会社サンジュウナナド
（ 株 式 会 社 3 7 ℃ ） 1,000万円 100.0％ メディア運営

マッチングアプリの企画・開発・運営

株 式 会 社 メ ル セ ン ヌ 300万円 100.0％
(100.0%)

メディア運営
人材紹介業

(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況（2025年２月28日現在）

（注）１．出資比率の括弧内の数字は、間接所有割合を記載しております。
２．当社は、2024年５月31日付で、株式会社Ａｏｉｅの全株式を取得し、同社を完全子会社といたしま

した。
３．当社は、2024年９月１日付で持株会社体制に移行し、株式会社コレックホールディングスに商号変

更いたしました。同日付の重要な子会社の異動は、次のとおりであります。
(1) 当社のアウトソーシングに関する事業を株式会社ノイアット（2024年４月１日付で株式会社ＢＰ

Ｏ分割準備会社として設立、2024年６月１日付で現社名へ商号変更）に承継させる吸収分割を行
いました。

(2) 当社のデジタルメディアに関する事業を株式会社サンジュウナナドに承継させる吸収分割を行いま
した。

(3) 株式会社ノイアットは、株式会社あんしんサポート（2024年３月１日付で株式会社家ＡＧＥＮＴ
分割準備会社として設立、2024年８月31日付で現社名へ商号変更）の全株式を取得し、同社を完
全子会社（当社の完全孫会社）といたしました。

(4) 株式会社サンジュウナナドは、株式会社メルセンヌの全株式を取得し、同社を完全子会社（当社の
完全孫会社）といたしました。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

４．株式会社ノイアットは、2024年12月１日付で同社の福利セレクトに関する事業を株式会社あんしん
サポートに承継させる吸収分割を行いました。

セ グ メ ン ト 業 務 内 容

エ ネ ル ギ ー 事 業
アウトソーシング事業とメディアプラットフォーム事業のノウハウを
活用したクロスマーケティングによる太陽光パネル及び蓄電池の販
売・設置サービスの提供。

ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業
セールス・マーケティングにおける企業のサプライチェーンの一部業
務を受託。自社商材である「コレクトエナジー」「福利セレクト」、
他社商材である「光回線」「ウォーターサーバー」などの企画及び販
売・販売受託。また、コールセンター、保険代理店事業を展開。

メディアプラットフォーム事業
多種多様なウェブメディアの運営及びクライアントに対してコンテン
ツ・マーケティング支援サービスの提供。主要ウェブメディアとし
て、ゲーム攻略メディア「アルテマ」、光回線メディア「ヒカリ
ク」、人材メディア「キャリハイ転職」を運営。

(7) 主要な事業内容（2025年２月28日現在）

－ 10 －
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主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地
本 社 東京都豊島区
大 阪 支 店 大阪府大阪市北区

名 称 所 在 地
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ本社 東京都豊島区
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ福岡支店 福岡県福岡市中央区
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ静岡支店 静岡県静岡市葵区
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ埼玉支店 埼玉県さいたま市大宮区
株式会社C - c l a m p 名古屋支店 愛知県名古屋市中村区
株式会社サンジュウナナド
（ 株 式 会 社 3 7 ℃ ） 東京都豊島区

株 式 会 社 メ ル セ ン ヌ 東京都豊島区
C o C o X i a 株 式 会 社 東京都町田市
株 式 会 社 A o i e 本 社 東京都国分寺市
株 式 会 社 A o i e 埼 玉 支 店 埼玉県さいたま市大宮区
株 式 会 社 ノ イ ア ッ ト 本 社 東京都豊島区
株式会社ノイアット大阪支店 大阪府大阪市北区
株式会社ノイアット東京支店 東京都豊島区
株式会社ノイアット名古屋支店 愛知県名古屋市中村区

(8) 主要な営業所及び工場（2025年２月28日現在）
① 当社

② 子会社

－ 11 －
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従業員の状況、主要な借入先

セ グ メ ン ト 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
エ ネ ル ギ ー 事 業 92名（17名） -
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業 168名（50名） -
メディアプラットフォーム事業 76名（54名） -
全 社 （ 共 通 ） 74名（17名） -
合 計 410名（138名） -

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
92名 274名減 31歳７ヵ月 ４年５ヵ月

(9) 従業員の状況（2025年２月28日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（パートタイマー）は（　）内に当連結会計年度末の在籍
人数を記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属してい
るものであります。

３．当期より企業集団の従業員の状況を記載しているため、前期との比較は行っておりません。

② 当社の従業員の状況

（注）１．上記従業員数には、臨時従業員（パートタイマー）52名は含まれておりません。
２．従業員数が前事業年度末に比べて274名減少したのは、当社が2024年９月１日付で会社分割によ

り、持株会社体制へ移行したことによるものであります。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 り そ な 銀 行 446百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100百万円
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 100百万円
株 式 会 社 横 浜 銀 行 86百万円
株 式 会 社 千 葉 銀 行 59百万円

(10) 主要な借入先（2025年２月28日現在）
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その他企業集団の現況に関する重要な事項

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
① 商号の変更
　当社は、2024年９月１日付で株式会社コレックから株式会社コレックホールディングスに商
号を変更いたしました。

② 資本金の額の減少
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営のテーマとして捉えており、資本政策
の柔軟性及び機動性を確保することは中長期的な企業価値向上に資するという考えのもと、
2024年５月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、2024年９月１日付で減資を行い、資本金
の額が326,090,320円から52,230,594円へ減少しております。なお、本件による発行済株式総
数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や１株当たり純資産額に影響はありま
せん。

③ 株式の取得による子会社化
　当社は、2024年４月12日開催の取締役会において、2024年５月31日付で株式会社Ａｏｉｅ
の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました。当該株式取得に伴い、株式会社
Ａｏｉｅが当社の連結子会社になりました。
　上記株式取得の詳細については、「連結計算書類　連結注記表　企業結合等に関する注記（取
得による企業結合）」をご参照下さい。

④ 持株会社体制への移行のための会社分割
　当社は、2024年４月12日開催の取締役会において、当社を吸収分割会社とし、当社の完全子
会社である株式会社サンジュウナナドを吸収分割承継会社とした吸収分割及び、当社を吸収分割
会社とし、当社の完全子会社である株式会社ノイアットを吸収分割承継会社とした、吸収分割契
約を締結する決議を行い、2024年５月29日開催の定時株主総会における承認を経て、2024年９
月１日付で吸収分割を実施し、持株会社体制へ移行いたしました。
　上記吸収分割の詳細については、「連結計算書類　連結注記表　企業結合等に関する注記（共
通支配下の取引等）」をご参照下さい。

－ 13 －



2025/09/02 13:23:03 / 25266919_株式会社コレックホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 24,000,000株

(2) 発行済株式の総数 7,330,700株

(3) 株主数 2,278名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

栗 林 憲 介 1,587,000株 21.65％

株 式 会 社 Ｋ Ｋ イ ン ベ ス ト メ ン ト 1,200,000 16.37

栗 林 圭 介 1,047,000 14.28

株 式 会 社 ケ イ ア ン ド ケ イ 600,000 8.18

株 式 会 社 Ｗ ｉ ｚ 390,900 5.33

近 藤 雅 介 311,800 4.25

前 川 英 人 203,340 2.77

鹿 内 一 勝 203,340 2.77

花 井 大 地 156,000 2.13

楽 天 証 券 株 式 会 社 128,500 1.75

２. 会社の株式に関する事項（2025年２月28日現在）

（注）新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は27,740株増加しております。

(4) 大株主

(5) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の新株予約権等に関する事項

１．新株予約権の払込金額 払込を要しない
２．新株予約権の行使価額 １個につき840円
３．新株予約権の行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当社または当社子会社の取締役または使用人の地位
にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の
取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場
合等正当な理由があり、当社取締役会において認められ
た場合はこの限りではない。

② 新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権
の行使は認めない。

４．新株予約権の行使期間 2019年１月19日から2027年１月18日まで

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保 有 者 数

取締役（社外役員を除く） 6,560個 普通株式 39,360株 ２名

３. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2025年２月28

日現在）
① 2017年１月18日開催の取締役会決議による新株予約権

５．当社役員の保有状況

（注）１．2018年３月３日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合での株式分割、及び2019年３月１日付
で普通株式１株につき普通株式３株の割合での株式分割を行っております。これにより「新株予約権
の行使価額」、「目的となる株式の種類及び数」は調整されております。

２．取締役１名が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものであります。
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会社の新株予約権等に関する事項

１．新株予約権の数 365個（新株予約権１個につき100株）
２．目的となる株式の種類及び数 普通株式　36,500株
３．新株予約権の払込金額 払込を要しない。
４．新株予約権の行使価額 １個につき33,400円
５．新株予約権の行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従
業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当
社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した
場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締
役会において認められた場合はこの限りではない。

② その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。

６．新株予約権の行使期間 2025年８月11日から2033年８月10日まで

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保 有 者 数

取締役（社外役員を除く） 365個 普通株式 36,500株 １名

② 2023年８月10日開催の取締役会決議による新株予約権

７．当社役員の保有状況

（注）取締役１名が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものであります。
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会社の新株予約権等に関する事項

１．新株予約権の数 365個（新株予約権１個につき100株）
２．目的となる株式の種類及び数 普通株式　36,500株
３．新株予約権の払込金額 払込を要しない。
４．新株予約権の行使価額 １個につき26,900円
５．新株予約権の行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従
業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当
社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した
場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締
役会において認められた場合はこの限りではない。

② その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。

６．新株予約権の行使期間 2026年３月15日から2034年３月14日まで

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保 有 者 数

取締役（社外役員を除く） 365個 普通株式 36,500株 １名

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 交 付 者 数

当 社 使 用 人 365個 普通株式 36,500株 １名

③ 2024年３月14日開催の取締役会決議による新株予約権

７．当社役員の保有状況

（注）取締役１名が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものであります。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人に交付した新株予約権等の状況
2024年３月14日開催の取締役会決議による使用人に対する無償新株予約権
　当該決議に基づき発行した新株予約権の概要は、上記（１）「当社役員が保有している職務執
行の対価として交付された新株予約権の状況」③に記載のとおりであります。
当社使用人に交付した新株予約権

（注）当該使用人は、当事業年度末の時点で取締役の地位にあります。
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１．新株予約権の数 1,566個（新株予約権１個につき100株）
２．目的となる株式の種類及び数 普通株式　156,600株
３．新株予約権の払込金額 １個につき250円
４．新株予約権の行使価額 １個につき19,000円
５．新株予約権の行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当日から本新株予約

権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値の１ヶ月間（当日を
含む21取引日）の平均値が一度でも行使価額に50％を
乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全
ての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなけ
ればならないものとし、新株予約権者の主体的な放棄や
退職により当該行使義務を回避することはできないもの
とする。

② その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。

６．新株予約権の行使期間 2022年３月29日から2032年３月28日まで

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 交 付 者 数

取締役（社外役員を除く） 1,386個 普通株式 138,600株 ５名

社 外 取 締 役 72個 普通株式 7,200株 ２名

監 査 役 108個 普通株式 10,800株 ３名

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
① 2022年３月10日開催の取締役会決議による役員に対する有償新株予約権

７．当社役員に交付した新株予約権
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１．新株予約権の数 235個（新株予約権１個につき100株）
２．目的となる株式の種類及び数 普通株式　23,500株
３．新株予約権の払込金額 払込を要しない。
４．新株予約権の行使価額 １個につき19,000円
５．新株予約権の行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従
業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当
社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した
場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締
役会において認められた場合はこの限りではない。

② その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。

６．新株予約権の行使期間 2024年３月11日から2032年３月10日まで

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 交 付 者 数

当 社 使 用 人 235個 普通株式 23,500株 ５名

② 2022年３月10日開催の取締役会決議による使用人に対する無償新株予約権

７．当社使用人に交付した新株予約権

－ 19 －



2025/09/02 13:23:03 / 25266919_株式会社コレックホールディングス_招集通知_電子提供措置用

会社の新株予約権等に関する事項

１．新株予約権の数 614個（新株予約権１個につき100株）
２．目的となる株式の種類及び数 普通株式　61,400株
３．新株予約権の払込金額 １個につき1,011円
４．新株予約権の行使価額 １個につき33,400円
５．新株予約権の行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当日から本新株予約

権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値の１ヶ月間（当日を
含む21取引日）の平均値が一度でも行使価額に50％を
乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全
ての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなけ
ればならないものとし、新株予約権者の主体的な放棄や
退職により当該行使義務を回避することはできないもの
とする。

② その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。

６．新株予約権の行使期間 2023年８月31日から2033年８月30日まで

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 交 付 者 数

取締役（社外役員を除く） 614個 普通株式 61,400株 １名

③ 2023年８月10日開催の取締役会決議による役員に対する有償新株予約権

７．当社役員に交付した新株予約権
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氏 名 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

栗 林 憲 介 代 表 取 締 役 社 長 ＣｏＣｏＸｉａ本部長
ＣｏＣｏＸｉａ株式会社代表取締役社長

栗 林 圭 介 取 締 役 副 社 長
Ａｏｉｅ本部長
株式会社メルセンヌ代表取締役社長
株式会社Ａｏｉｅ代表取締役
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ取締役

花 井 大 地 専 務 取 締 役 経営企画室長

池 本 大 介 取 締 役

ノイアット本部長
Ｃ－ｃｌａｍｐ本部長
ポスティング本部長
株式会社ノイアット代表取締役社長
株式会社あんしんサポート代表取締役社長
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ取締役
株式会社Ａｏｉｅ取締役

木 村 昂 作 取 締 役

サンジュウナナド本部長
事業開発本部長
不動産本部長
株式会社サンジュウナナド代表取締役社長
株式会社ノイアット代表取締役

西 崎 祐 喜 取 締 役 C F O 管理本部長

星 野 裕 幸 取 締 役 株式会社Ｐｏｌａｒｉｓ代表取締役社長
株式会社マホロバーニーズ取締役

柴 田 幸 夫 取 締 役 ジン・パートナーズ株式会社代表取締役社長
株式会社ＡＬｉＮＫインターネット社外取締役

濱 野 　 隆 常 勤 監 査 役 株式会社高純度物質研究所非常勤監査役

武 藤 浩 司 監 査 役 株式会社ｉｒｏｎｏｗａ代表取締役社長

大 濱 正 裕 監 査 役

弁護士
レイズ・コンサルティング合同会社代表社員
弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所代表社員
ファーストアカウンティング株式会社監査役
株式会社情報戦略テクノロジー監査役

４. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2025年２月28日現在）
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氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

西 崎 祐 喜 取 締 役 副 社 長
グ ル ー プ C F O 管理本部長

池 本 大 介 常 務 取 締 役
グ ル ー プ C S O

ノイアット本部長
Ｃ－ｃｌａｍｐ本部長
ポスティング本部長
株式会社ノイアット代表取締役社長
株式会社あんしんサポート代表取締役社長
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ取締役
株式会社Ａｏｉｅ取締役

木 村 昂 作 取 締 役

サンジュウナナド本部長
Ａｏｉｅ本部長
株式会社サンジュウナナド代表取締役社長
株式会社Ａｏｉｅ代表取締役
株式会社メルセンヌ代表取締役社長
株式会社Ｃ－ｃｌａｍｐ取締役

栗 林 圭 介 取 締 役 -

（注）１. 取締役星野裕幸氏及び柴田幸夫氏は社外取締役であります。また、同２名は株式会社東京証券取引所
が定める独立役員として届け出ております。

２. 監査役濱野隆氏、武藤浩司氏及び大濱正裕氏の３名は社外監査役であります。また、同３名は株式会
社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

３. 監査役武藤浩司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

４. 監査役大濱正裕氏は、弁護士資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであ
ります。

５．2024年５月29日開催の第14回定時株主総会において、西崎祐喜氏が取締役に新たに選任され、同日
付で取締役CFOに就任いたしました。

６．取締役副社長栗林圭介氏は、2024年６月１日付で株式会社Ａｏｉｅ代表取締役に就任いたしまし
た。また、同氏は2024年８月31日付で株式会社サンジュウナナド代表取締役社長を退任いたしまし
た。

７．取締役池本大介氏は、2024年６月１日付で株式会社Ａｏｉｅ取締役に就任いたしました。また、同
氏は2024年９月１日付で株式会社ノイアット代表取締役社長及び株式会社あんしんサポート代表取
締役社長に就任いたしました。

８．取締役木村昂作氏は、2024年９月１日付で株式会社ノイアット代表取締役及び株式会社サンジュウ
ナナド代表取締役社長に就任いたしました。

９．当事業年度末日後の2025年３月１日付で、次のとおり取締役の地位並びに担当及び重要な兼職の状
況が変更となりました。

10．取締役副社長栗林圭介氏は、本継続会（2025年９月29日開催予定）終結の時をもって任期満了によ
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氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

宍 戸 純 子 監 査 役 宍戸純子公認会計士事務所代表

り取締役を退任し、相談役に就任予定であります。
11．監査役武藤浩司氏は、本総会休会時（2025年５月28日の審議終了時）をもって監査役を辞任いたし

ました。
12．本総会の休会時（2025年５月28日の審議終了時）をもって、宍戸純子氏が新たに監査役に選任され

同日就任いたしました。就任時の重要な兼職の状況は次のとおりであります。
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区 分 支 給 人 数
報 酬 等 の 種 類 別 の 額

計
基 本 報 酬 業績連動報酬 非 金 銭 報 酬

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

８名
（２名）

103,740千円
（7,200千円）

―
（―）

7,059千円
（―）

110,799千円
（7,200千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

３名
（３名）

14,400千円
（14,400千円）

―
（―）

―
（―）

14,400千円
（14,400千円）

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役全員及び社外監査役全員と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額
を責任の限度としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役
員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険
期間中に被保険者に対して提起されたその職務の遂行に起因する損害賠償請求にかかる訴訟費用
及び損害賠償金等が補填されることになります。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令
違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合や犯罪行為を行った場
合には、補填の対象にならないなど、一定の免責事由があります。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
① 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 当事業年度末現在の人員は、取締役８名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役３
名）であります。

２. 2014年５月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬総額を年500,000千円以内、監査役の
報酬総額を年100,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の
員数は５名であり、監査役の員数は１名であります。

3. 上記の非金銭報酬の総額は、新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。
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② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
ａ. 基本方針
　当社の取締役の報酬は、当社の企業理念を実践し、当社グループの持続的な成長と企業価
値の向上が図れる優秀な人材を取締役として登用できる報酬体系とする。なお、現状におい
ては、事業ポートフォリオを構築しながら、安定した経営を行い、持続的な成長を図れる環
境を構築する基盤を整備する段階であるという観点を重視して固定報酬のみとしているが、
昨今のコーポレート・ガバナンスに関する議論より、業績向上に対するインセンティブとい
う観点から業績連動報酬等の導入を今後の検討事項とする。

ｂ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又
は条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された限度額の範囲内
において、個々の取締役の役位、職責、貢献度、在任年数、当社グループの業績、従業員の
給与水準や社会情勢などの内外環境を総合的に判断して各事業年度ごとに決定するものとす
る。

ｃ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
　個人別の報酬額等の決定方法については、報酬額に関する基本方針（前記ａ参照）及び基
本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条
件の決定に関する方針を含む。前記ｂ参照）に基づき、当社取締役会において、報酬方針及
び運用における客観性を確保するために社外取締役の意見・助言を踏まえた審議を十分に行
った上で、具体的な報酬額を決定するものとする。

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が
判断した理由

　当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の原案につき、社外取締役との
事前協議及び取締役会での審議において、決定方針との整合性を含めた総合的な検討を行い、
決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しており
ます。
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区 分 氏 名 主な活動状況及び社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 星 野 裕 幸

当事業年度開催の取締役会には、15回中15回出席し、経営者としての豊
富な知識・見地から、取締役会の意思決定の妥当性・合理性を確保するた
めの助言・提言を適宜行っており、かつ独立した客観的立場から経営陣の
監督に努めております。

社外取締役 柴 田 幸 夫

当事業年度開催の取締役会には、15回中15回出席し、経営者としての豊
富な知識・見地から、当社の経営戦略、ガバナンス等に関して適宜発言を
行っており、かつ独立した客観的立場から経営陣の監督に努めておりま
す。

社外監査役 濱 野 　 隆
当事業年度開催の取締役会には、15回中15回、また、監査役会には、13
回中13回出席し、主に出身分野である金融機関を通じて培った知識・見
地から、適宜発言を行っております。

社外監査役 武 藤 浩 司

当事業年度開催の取締役会には、15回中14回、また、監査役会には、13
回中12回出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・見地か
ら、適宜、当社の経営・ガバナンスの向上に資する有益な発言を行ってお
ります。

社外監査役 大 濱 正 裕
当事業年度開催の取締役会には、15回中15回、また、監査役会には、13
回中13回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当
社の経営・ガバナンス向上に資する有用な指摘、意見を述べております。

(5) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
　該当事項はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
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５. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

有限責任パートナーズ綜合監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 報酬等の額

44,490千円

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
44,490千円

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事
業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社監査役会が有限責任パートナーズ綜合監査法人の報酬等について同意した理由は、監査
契約の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結
果、これらについて適正であると判断したためであります。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとい
たします。会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
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６. 会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を
確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は取締役会において、内部統制システムの基本方針を決議しております。なお、当社は持
株会社体制への移行等を受けて、2025年４月14日開催の取締役会にて内部統制システム構築の
基本方針を改定しております。改定後の決議内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社及びその子会社等からなる企業集団（以下「当社グループ」という。）の取締役及び使
用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ. 「コレックグループＶＡＬＵＥ」及び「コンプライアンス規程」を定め、周知することに
より、当社グループの取締役及び使用人のコンプライアンスに対する意識を高め、コンプ
ライアンスに準拠した行動をとることを徹底させる。また、当社グループの取締役及び使
用人に対して、繰り返し、コンプライアンスに関する教育・研修を実施することで、当社
グループの取締役及び使用人がコンプライアンスを遵守し、コンプライアンスに準拠した
行動をとることを徹底する。

ｂ. 当社代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスクマネジメント委員会は、当
社グループのコンプライアンスに関する事項を検討・審議し、当社管理本部長、当社グル
ープ担当本部長（当社の各子会社等を管掌する当社グループ担当本部長を含め、当社各部
署の担当本部長を以下「当社担当本部長」という。）を含む関係者に必要な指示を与え、
当社担当本部長が当社取締役会に対して必要な報告・提言を行うこと等により、当社グル
ープのコンプライアンス体制の整備・確立を行う。

ｃ. 「内部通報制度規程」を定め、当社グループにおいて社内及び社外に通報・相談窓口を設
ける適切な内部通報制度の仕組みを構築し、これを周知することにより、コンプランス違
反の早期発見及び早期是正を図る。

ｄ. 当社の内部監査室より、当社グループ（当社子会社の業務活動全般を含む。）のコンプラ
イアンスの状況を監査する。

ｅ. 金融商品取引法等に準拠し、当社及び対象子会社に、財務報告に係る信頼性を確保するた
めのシステム及び継続的にモニタリングするための体制（財務報告に係る内部統制）を整
備し適正に運用する。

ｆ. 「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、不当な
要求に対しては、法的対応を含め毅然として対応する。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
ａ. 当社は、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」を定め、株主総会議事録、

取締役会議事録、監査役会議事録、計算書類、稟議書、契約書その他の重要書類を関連資
料とともに所定の年数適切に保管し管理する。

ｂ. 当社取締役又は当社監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧に供することがで
きる体制とする。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ. 信用リスク、事業投資リスク、市場リスク、環境・社会リスクを含む様々なリスクの管理

が当社グループの経営の重要課題であることを認識し、「コンプライアンス・リスクマネ
ジメント委員会規程」に基づき、当社管理本部がリスク管理の主管部署として、全てのリ
スクを総括的に管理する。当社担当本部長は、リスク管理の状況等について、取締役会に
適宜報告する。

ｂ. リスク管理の実効性を確保するため、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会規
程」に基づき、当社代表取締役社長を委員長、管理本部長、当社担当本部長等を委員とす
るコンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置し、定期的に開催する。コンプラ
イアンス・リスクマネジメント委員会は、リスク管理の方針・体制の決定、リスク管理に
かかるリスクの評価及び発生予防措置の検討等を行うとともに、大地震などの重要性・緊
急性が高いリスク事象が発生し、当社グループの全体的な対応が必要である場合には、
「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会規程」に基づき、当社代表取締役社長又
は当社管理本部長の指示の下、対策本部を設け、コンプライアンス・リスクマネジメント
委員会と協働しながら、迅速かつ適切に対応にあたる。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ. 当社は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき、当社グル

ープの取締役及び執行役員の役割分担、社内各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限及び
意思決定のルール等を定めるとともに、当社グループの効率的・合理的な経営計画及び事
業戦略・事業計画（連結ベース）を策定し推進するために、経営会議等を活用し、グルー
プ全社的な業務の効率化を実現する体制を整備する。また、当社グループ全体に影響を与
える当社の子会社等の重要事項について、「取締役会規程」及び「子会社管理規程」に基
づき、当社取締役会において決定する。

ｂ. 当社及び当社グループの「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「子会社管理規程」に
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基づき、当社グループ内において、適切に職務権限の委譲を行い、適正かつ効率的な職務
執行を確保する。

ｃ. 当社は、当社グループの会計システム等にかかる共通基盤を整備するとともに、子会社等
に対して、財務、広報、人事管理、法務等の業務に係る支援を適切に行うことにより、当
社グループの業務が効率的に行われる環境を整備する。

⑤ 子会社等の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
ａ. 当社は、「子会社管理規程」に基づき、当社の各子会社等を管掌する当社グループ担当本

部長を定めるものとする。当社グループ担当本部長は、「子会社管理規程」に基づき、子
会社等の重要事項について、当社に提案し、当社の取締役会の承認を含む必要な承認を得
るものとし、また、子会社等の業績や重要なコンプライアンス及びマネジメント事項につ
いて、月次で当社の取締役会に報告すべきものとする。

ｂ. 当社グループは、当社取締役に子会社等の取締役を兼務させ、子会社等の取締役等の職務
の執行状況を当社取締役会で報告させるとともに、経営会議等を通じて子会社等の重要事
項を定期的に又は随時に情報共有する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項等

ａ. 監査役から、監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、監査役との
協議に基づき、当社管理本部に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助に当
たらせる。

ｂ. 監査役の職務を補助する使用人は、当該監査役の職務を補助するに当たって監査役から指
揮・命令を受けた事項については、取締役及び上長等の業務執行組織の指揮・命令を受け
ない。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使用
人、又はこれらの者から報告を受けた者による当社監査役への報告体制等

ａ. 重要会議への出席
　監査役は、取締役会、経営会議、各種委員会その他の当社グループの重要な会議に出席
し、当社グループの取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することが
できる。
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ｂ. 当社取締役の報告義務
＜１＞当社取締役は、定期的に、職務執行の状況を当社監査役に報告する。
＜２＞当社取締役は、当社監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその

都度直ちに報告する。
ア. 当社グループの財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
イ. 当社グループの業績及び業績見通しの内容
ウ. 当社グループの内部通報制度に基づく情報提供の状況
エ. 当社グループの行政処分の内容
オ. 上記に掲げるもののほか、当社監査役が求める事項

ｃ. 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人による報告等
＜１＞子会社の取締役、監査役及び使用人は、次に掲げる事項を当社監査役に対して、直接

報告をすることができる。
ア. 子会社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実
イ. 子会社の重大な法令又は定款違反の事実

＜２＞当社管理本部は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に著しい損害を及ぼす
おそれがある事実等の概要について、定期的に当社監査役に対して報告する。

＜３＞内部監査室が内部監査により把握した当社グループに関する重要な情報や内部監査報
告書について、速やかに当社監査役に報告し、連携を図る。

＜４＞当社監査役へ報告した者への不利益な取扱いの禁止
ア. 当社監査役への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益

な取扱いを行うことを禁止する。
イ. 内部通報に関する規程及びその適切な運用により、当社グループの「コレックグル

ープホットライン」への通報内容が当社監査役へ報告されたことを理由として、当
該報告を行った当社グループの取締役及び使用人に不利益な取り扱いが行われない
ことを確保する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ. 代表取締役社長、会計監査人及び内部監査室と監査役の連携

＜１＞監査役は、代表取締役社長と定期的及び随時に意見交換を実施することにより連携を
図るものとする。

＜２＞監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的及び随時に情報交換を実施することに
より連携を図るものとする。
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ｂ. 外部専門家の起用
　監査役会又は監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コ
ンサルタントその他の外部専門家に相談・助言を求めることができる機会を保障する。

ｃ. 監査役の必要経費
　監査役の職務遂行に必要な費用は、前項に定める専門家への相談等に要する費用を含め、
全て当社が負担する。

(2) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正
を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記(1)の内部統制システムの概要に基づき、会社の業務の適正を確保するための体
制整備とその適切な運用に努めており、当該事業年度における運用状況の概要は以下のとおりで
あります。

① 当社グループのコンプライアンスの確保及びリスク管理体制の強化
ａ. 当事業年度において、当社グループのコンプライアンス・リスクマネジメント委員会は、

７回開催され、当社グループのコンプライアンス管理及びリスク管理に関わる課題並びに
対応策を協議し決定するとともに、実効性のある管理体制の整備・運用に取り組んでおり
ます。

ｂ. 当社グループの取締役及び使用人に対して、「コレックグループＶＡＬＵＥ」及び「コン
プライアンス規程」の周知を行い、四半期に一度コンプライアンスに関する社内研修を実
施いたしました。

ｃ. 「内部通報制度規程」に基づき、当社グループの内部通報制度として、当社管理本部長及
び社外弁護士を窓口とする「コレックグループホットライン」を設置し、当社グループの
役職員に周知の上、継続的に運用しております。なお、「内部通報制度規程」において
は、内部通報を行ったことを理由として、通報者に対して不利益な取扱いをすることを禁
止しております。

② 当社グループの業務の効率性、適正性の確保
ａ. 当事業年度において、当社取締役会は15回開催され、取締役（社外取締役２名）及び監

査役（社外監査役３名）の出席のもとで、十分な審議時間を確保し活発な議論を行った上
で、当社グループの重要事項について決議が行われたほか、取締役等から、当社グループ
の業務執行につき報告を受けております。
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ｂ. 当社グループでは、取締役会で決議された「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「子
会社管理規程」に基づき、当社グループ内において、適切な職務権限の委譲が推進されて
おり、当社グループの取締役等は、委譲された職務権限に基づき、当社の事前承認事項、
当社への報告事項等を踏まえて、適正かつ効率的に職務の執行を行っております。

ｃ. 当社内部監査室は、当社及び当社子会社等の業務を内部監査し、内部監査の結果につい
て、当社代表取締役社長、取締役・執行役員、管理本部長及び当社監査役に報告しており
ます。

③ 監査役の監査体制
ａ. 当社監査役は、取締役会やコンプライアンス・リスクマネジメント委員会等の重要会議に

出席し、また、重要会議資料及び稟議書類等の閲覧を通じて、監査の実効性を確保してお
ります。

ｂ. 当社監査役は、当事業年度において、半期毎に当社代表取締役と面談を行っております。
また、当社監査役は、四半期毎、会計監査人及び内部監査室と三様監査ミーティングを開
催し、会計監査人及び内部監査室と連携を図っております。

ｃ. 当社監査役は、子会社等に対しては、往査やWeb会議システムを活用したリモート監査
等により十分なコミュニケーションを図り、適切な監査を実施しております。

④ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社は、重要なグループ会社を金融商品取引法に基づく内部統制（J-SOX)の対象として、
内部統制文書を作成し、毎年、整備・運用状況を評価しております。
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会社の体制及び方針

 

(3) 株式会社の支配に関する基本方針
　記載すべき事項はありません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営課題の一つと認識しており、資本効率の改
善等による中長期的な株式価値の向上を図るとともに、機動的な成長投資を見据えた適切な内部
留保を維持しつつ、連結株主資本配当率（ＤＯＥ）５％を目標とした安定的な配当を維持するこ
とを基本方針としております。
　当事業年度につきましては、2025年４月14日公表の「剰余金の配当（期末配当）に関するお
知らせ」のとおり、下記のとおりとさせていただきました。
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金８円　総額58,645,600円
② 剰余金の配当が効力を生じる日

　2025年５月29日

（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主総会会場ご案内図

会　場 東京都豊島区南大塚三丁目33番６号　ホテルベルクラシック東京
８階「ラプソディ」

交　通
①ＪＲ山手線　大塚駅　南口より　　　徒歩約２分
②都電荒川線　大塚駅前駅より　　　　徒歩約２分
③東京メトロ丸ノ内線　新大塚駅より　徒歩約７分　

株主総会継続会会場ご案内図

ロイヤルホスト

北口

南口

交番 大塚駅前駅

巣鴨小

都立大塚病院
西巣鴨中

至後楽園

至池袋

三菱ＵＦＪ銀行
大塚支店

東京メトロ
丸ノ内線 新大塚駅

文天不動産

向原駅

みずほ銀行
大塚支店

至池袋

至巣鴨

ＪＲ山手線

ＪＲ 大 塚 駅

ホテル
ベルクラシック

東京

都電荒川線

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮下さい。
※株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。


